
へ
℃
艦

4

六
十
五
才
未
満
の

繰
上
支
給
も
あ
り
ま
す

◎
支
給
の
繰
上
げ

老
令
年
金
は
原
則
と
し
て
六
十
五

繰
上
げ
支
給
を
請
求
す
る
と
き
の
年
令

支
給
さ
麺
、
．
巻
．

苓
年
金
の
率

　エゐ　 ロぬ　 ぬ　 よ　
いんドゆ

ノペ　ノペ　ノヤ　ノペ　ノペ

鵡圭士＋
才才才才才
，ノ““，，以

　　　　上

六
十
一
才
未
満

六
十
二
才
〃

山
ハ
十
一
二
才
　
厚

六
十
四
才
μ

六
十
五
才
〃

○○○OO
●　　●　　●　　●　　●

八八七六五
九〇二五八

才
か
ら
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
が
、
老
令
年
金
の
支
給
要
件

を
満
し
た
者
が
六
十
才
に
達
し
た
と

き
は
、
六
十
五
才
に
達
す
る
前
で
あ

ウ
て
も
、
希
望
し
て
請
求
す
れ
ば
六

十
五
才
乙
い
う
支
給
開
始
年
令
を
繰

上
げ
て
、
希
望
し
た
時
か
ら
老
令
年

金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
こ
の
場
合
に

支
給
さ
れ
る
任
金
額
は
繰
上
げ
支
給

を
希
望
す
る
時
の
鉦
令
に
応
じ
て
六

十
五
才
か
ら
麦
給
さ
れ
る
額
に
次
の

表
の
事
を
乗
じ
た
額
と
な
り
ま
す
。
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高令任意加入者の年金額早見表
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高
令
者
に
五
年

年
金
が
新
設
さ

れ
ま
し
た

　
昭
和
三
十
六
年
に
拠
出
制
国

民
年
金
制
度
が
で
き
た
と
き
、

加
入
し
な
か
っ
た
明
治
三
＋
九

年
四
月
二
日
か
ら
明
治
四
十
四

年
四
月
一
臼
ま
で
に
生
ま
れ
た

人
で
、
厚
生
葎
金
や
共
済
組
合

な
ど
の
公
的
年
金
制
度
に
加
入

し
て
い
な
い
八
は
、
昭
和
四
十

五
年
一
月
か
ら
六
月
末
日
ま
で

に
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

加
入
期
聞
五
年
間

保
険
料
　
一
ヵ
肖
慧
百
五
十
円

受
け
る
矩
金
額
　
老
令
琿
金

　
　
　
　
　
　
　
　
（
氷
年
）

　
　
　
焦
額
三
刃
，
円
（
月
二

　
　
　
千
五
百
円
．
）

物“”．．〃♂ダ’〃ノノ’」〃〃’〃・物〃ノ4’〃ノ’り4／・∫’〃！〃〃・／’’”／”ノ’〆”〃・’’”・〃”〃／’〃’〃’”〃”・’〃”〃”’”””〃”’4〃／／～”■4’・””ノ”／怖”””・／’”””’」’／”’4■／”””％〆”4’ノ”ノ

第
一
、
制
度
の
趣
旨

　
農
業
経
営
近
代
化
の
た
め
に
は
、

　
経
営
規
模
を
拡
大
し
、
資
質
の
す

　ぐ

れ
た
経
営
担
当
者
に
よ
る
生
産

　
性
の
高
い
農
業
経
営
の
育
成
を
図

　る

必
要
が
あ
る
が
、
優
秀
な
経
営

　担当

者
の
確
俣
、
経
営
移
譲
の
促

　
進
、
農
地
保
有
構
造
の
改
善
等
は

　
農
藁
者
に
対
す
る
老
後
の
生
活
の

　
安
定
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
面

　
が
あ
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
観
点

　
か
ら
農
業
者
年
金
制
度
を
創
設

　
し
、
あ
わ
せ
て
、
農
業
者
年
金
基

　
金
が
、
こ
の
対
象
と
な
ら
な
い
老

　
齢
ま
た
は
零
細
経
営
主
に
対
し
、

　
離
農
の
円
滑
化
と
農
業
経
営
の
規

模
拡
大
に
資
す

一
　
し
、
制
度
発
足
当
初
は
、
五
十
五

　
才
未
満
の
者
に
限
る
）
は
．
こ
の

　
制
度
に
加
入
す
る
も
の
～
す
る
．

　
た
だ
し
、
農
業
経
営
を
継
続
す
る

　
見
込
み
の
な
い
者
は
串
し
出
に
よ

　
っ
て
加
入
の
免
除
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
。

②
経
営
規
模
が
①
に
達
し
な
い
農
業

　
経
営
主
等
で
一
定
の
要
件
に
該
当

　
す
る
者
は
申
出
に
よ
う
て
加
ス
す

　
る
こ
と
が
で
き
る
。

③
加
入
者
は
国
民
窺
金
の
所
得
比
例

　
に
加
入
す
る
こ
と
と
す
る
。

2
、
支
給
要
件

①
保
険
料
納
付
済
期
間
が
二
十
年
以

　
上
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
制
度
発
足

る
た
め
離
展
給

付
金
を
支
給
す

る
と
と
も
に
、

農
業
者
年
金
制
度
要
網

農
地
の
買
入
れ
、
売
渡
し
等
を
行

な
う
こ
と
に
よ
り
、
農
業
者
年
金

　
制
度
を
補
充
し
、
も
っ
て
農
業
経

営
の
近
代
化
を
達
成
す
る
必
要

が
あ
る
。

　
こ
の
た
め
農
業
者
年
金
基
金
を
設

　
け
こ
れ
ら
の
諸
施
策
を
一
体
的
に

　
実
施
し
、
そ
の
効
果
の
総
合
的
発

　現に

努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
、
農
業
者
蕉
金
制
度

1
、
対
象

①
経
営
規
模
○
・
五
診
へ
北
海
道
に

　
あ
っ
て
は
二
・
○
診
）
以
上
の
農

　
業
経
営
主
帽
あ
っ
て
、
国
民
年
金

　
の
被
保
険
者
で
あ
る
も
の
（
た
y

　
時
に
お
い
て
は
蕉
令
に
応
じ
て
五

　
蕉
ま
で
短
縮
す
る
．

②
後
継
者
ま
た
は
第
三
者
へ
経
営
移

　
譲
を
す
る
こ
と
（
経
営
移
譲
は
そ

　
の
経
営
に
か
か
る
農
地
等
の
す
べ

　
て
（
一
定
規
模
の
自
留
地
を
除

　
く
）
に
つ
い
て
権
利
名
義
摩
移
転

　
し
て
行
な
う
も
の
と
す
る
）

3
、
支
給
開
始
年
令

　
支
給
開
始
年
令
は
六
十
才
と
し
、

　
六
十
才
以
降
六
十
五
才
に
達
す
る

　
ま
で
の
聞
に
経
営
移
譲
が
行
な
わ

　
れ
た
と
き
は
、
そ
の
と
き
か
ら
支

　
給
す
る
．

4
、
給
付

①
給
付
の
月
額
は
次
の
と
お
り
と
す

　
る

　
ア
、
経
営
移
譲
を
要
件
と
す
る
船

　
　
付

　
（
ア
）
六
十
才
か
ら
六
十
五
才
に

　
　
達
す
る
ま
で
の
間

　
　
保
険
料
納
付
済
期
間
五
年
で
八

　
　
千
円
．
二
†
年
で
一
万
六
手
円

　
　
二
＋
五
年
で
二
万
円

　
（
イ
）
六
十
五
才
以
降

　
　
保
険
料
納
付
済
期
間
五
年
で
八

　
　
百
円
、
二
十
年
で
千
六
百
円
、

　
　
二
十
五
年
で
二
千
円

　
イ
経
営
移
譲
の
有
無
に
か
か
わ
ら

　
　
す
六
十
五
才
か
ら
行
な
う
給
付

　
　
保
険
料
納
付
済
期
間
五
年
で
九

　
　
　
　
　
　
　
　
百
円
、
二
＋

　
　
　
　
｝

　
　
　
　
　
　
　
　
年
で
三
千
六

　
　
　
　
　
　
　
　
百
円
二
＋
五

　
　
　
　
　
　
　
　
年
で
四
千
五

　
　
百
円

②
死
亡
脱
退
お
よ
び
離
農
に
よ
る
中

　
途
脱
退
に
際
し
て
は
、
保
険
料
納

　
付
済
期
間
に
応
じ
て
一
定
額
の
一

　
時
金
を
支
給
す
る
。

5
、
保
険
料

　
制
度
発
足
当
初
の
本
人
負
担
保
険

　
料
は
月
額
七
百
五
十
円
と
す
る
．

6
、
国
の
助
成

　
国
は
経
営
移
譲
を
要
件
と
す
る
給

　
付
に
要
す
る
費
用
の
三
分
の
一
を

　
給
付
時
に
負
担
す
る
ほ
か
、
制
度

　
発
足
当
初
、
前
記
国
庫
負
担
を
除

　
く
費
用
の
三
割
の
助
成
を
行
な

　
う
。
　
　
　
　
（
以
下
略
）
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国
民
年
金
法
が
施
行
さ
れ
て
か
ら

こ
と
し
で
十
一
隼
に
な
り
ま
す
．
こ

の
あ
い
だ
に
全
国
の
国
民
年
金
加
入

者
は
約
二
千
二
百
万
人
、
県
全
体
で

約
六
十
万
人
と
な
っ
て
い
ま
す
．

　
十
日
町
市
に
お
き
ま
し
て
は
約
一

万
五
千
人
を
突
破
し
、
年
汝
事
業
実

年
．

国
撒

、
に
る
禰

な
　
鴨

　
　
　
く
鐸

こ
よ
吟

一一例えぱ母子銀金εま一一

績
も
向
上
し
ダ
．
レ
ま
す
．
こ
れ
も
卿

付
組
織
な
ら
ぴ
に
被
保
険
者
の
皆
さ

ん
方
の
ご
努
力
ご
協
力
に
よ
る
も
の

と
深
く
感
謝
ず
た
し
て
お
り
ま
す
。

最
近
に
お
け
る
国
民
生
活
水
準
の
向

上
と
人
口
の
老
令
化
の
傾
向
に
か
ん

が
み
、
国
民
任
金
の
給
付
を
大
巾
に

難覇灘・一驚幕4，懸緯趨欝

　　噛3ら‘蔭1、叙紛斜

、撃亀

　　　　　　　　円　　　　　　　〇一　　　　　〇　　　　＄
　　　雰
　　攣
　蘇
欝　　　　艇　　　欝　　織鞭嚢

改
善
し
、
国
民
の
老
後
保
瞳
の
充
実

強
化
を
図
る
た
め
の
法
律
改
正
が
行

な
わ
れ
、
高
令
任
意
加
入
の
再
開
保

険
料
の
引
き
上
げ
及
び
所
得
比
例
制

の
導
入
に
よ
る
夫
婦
二
万
円
伍
金
の

実
現
な
ど
の
ほ
か
、
昭
和
四
十
六
年

四
月
か
ら
十
年
汝
金
の
支
給
が
開
始

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
国
に
お
け
る
保
障
制

度
の
大
き
な
柱
と
な
っ
て
い
る
改
善

さ
れ
た
国
民
年
金
の
あ
ら
ま
し
を
市

民
の
皆
さ
ん
に
お
知
ら
せ
い
た
し
ま

す
。

鑑
郵
、

　
　
　
　
曝

窯

，
講

i蕪礎
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鱗
　
　
難

饗

諦
綴
難

蒙

450円をlo隼納めて夫婦§購群25年納めて羅2芳驚4鱗納めて薄31胴

　　　　　　　　　　　　　　　社会保険序／新潟県

主
な
内
容

老
令
年
金
－
　
　
　
2

福
祉
年
金
…
　
　
　
．
∠

障
害
年
金
－
　
　
・
…
3

通
算
老
令
年
金
・
…
二
、
）

母
子
準
母
子
年
金
…
3

遺
児
年
金
…
－
　
…
3

皿
農
業
者
年
金
制
度
・
4

1「　 一

口一人

　男　　23，952

　女　　25，991

　計　　49，943

世帯数　10，394
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二
十
五
年
間
、

九
万
六
千
円

六
十
五
才
で

老
令
年
金

拠
出
年
金

・
老
令
年
金

　
国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
る
人
が

銀
を
と
っ
た
場
合
に
茄
け
る
．
所
得

保
障
を
目
的
と
し
た
年
金
給
付
で
あ

っ
て
、
国
民
年
金
制
度
の
柱
と
な
っ

て
お
り
ま
す
．

　
老
令
年
金
は
、
保
険
料
を
納
め
た

期
間
、
保
険
料
を
免
除
さ
れ
た
期
間

ま
た
は
こ
れ
ら
を
舎
算
し
た
期
間
が

二
十
五
年
以
上
あ
る
者
が
、
汽
＋
五

才
に
な
っ
た
と
き
に
窺
給
さ
れ
ま

す
。

　
今
回
の
改
正
に
よ
っ
て
、
二
十
五

年
間
保
険
料
を
納
め
た
人
は
　
鉦
額

六
万
円
が
九
万
六
千
円
（
月
八
千

円
》
に
、
四
十
年
間
保
険
料
を
納
め

た
人
は
任
額
九
万
六
午
円
が
．
十
五

万
三
千
六
百
円
（
月
一
万
二
千
八
自

円
）
と
な
り
、
夫
婦
で
保
険
料
を
二

十
五
年
納
め
る
と
、
仔
額
十
九
万
ニ

キ
円
に
、
四
十
年
納
め
る
》
年
額

三
十
万
七
千
二
百
円
と
な
り
ま
す
。

ま
た
保
険
料
を
免
除
さ
れ
た
人
達
も

そ
の
期
間
に
応
じ
て
同
じ
よ
う
に
引

き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

・
年
金
額
の
計
算
方
法

　
改
正
後

　
（
拠
出
期
聞
の
月
数
X
三
二
〇

　
円
）
＋
（
免
除
期
間
の
月
数
×
三

　
二
〇
円
×
％
）
“
年
金
額

二
十
五
年
聞
保
険
料
を
納
め
た
人
の

例
（
二
＋
五
年
を
月
に
な
翁
す
と
、

三
百
月
に
な
り
ま
す
）

　
三
〇
〇
月
x
三
二
〇
円
駐
九
六
、

　
○
○
○
円
と
な
り
ま
す
。

新
ら
し
く
で
き
た

加
算
年
金

　
い
ま
の
国
民
年
金
は
加
入
し
て
い

る
人
は
だ
れ
で
も
同
じ
額
の
保
険
料

を
納
め
て
、
同
じ
額
の
廷
金
を
受
け

る
し
く
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ

に
対
し
て
厚
牛
年
金
は
所
得
に
応
じ

た
俣
険
料
を
納
め
て
、
納
め
た
俣
険

麟
に
応
じ
た
年
金
を
受
け
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
所
得
比
例

制
と
い
一
、
て
い
ま
す
が
、
こ
ん
ど
国

…
大
正
五
年
四
月
一
日
以
前
に
生
ま
れ
た
客
．

，
犬
、
碧
四
一
且
二
巳
か
ら
大
正
バ
年
四
日
、
㎜
日

ま
で
の
間
に
生
ま
れ
た
者

慰’、

函
コ
翁
叫
別
二
，
甘
か

ら
大
正
七
年
四
月
一
日

ま
で
の
間
に
生
ま
れ
た
者

大
正
、
七
年
四
且
二
月
か
ら
大
正
八
年
四
月
一
日

ま
で
の
間
に
生
ま
れ
た
者

民
隼
金
で
も
こ
れ
と
同
じ
し
ぐ
み
の

加
算
矩
金
制
度
を
と
り
い
れ
ま
し
た

が
、
所
得
の
あ
る
人
で
も
っ
と
腐
い

年
金
を
受
け
よ
う
と
希
望
す
る
人

は
、
加
算
保
険
料
と
し
て
一
ヵ
月
三

百
五
＋
円
を
今
年
の
十
月
か
ら
納
め

ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
二
十
五
僅
間
加
算
保
険
糧
を
榔
、
殴

た
人
の
圧
額
は
、
五
力
四
千
円
’
騒

四
千
五
百
円
）
四
†
伍
間
加
算
倶
武

料
を
納
め
た
人
は
、
葎
額
八
万
六
、
マ

四
百
円
（
月
七
千
二
自
円
｝
も
ρ
．
う

（
叩
∴
九
歳
を
こ
え
る
者
）

（
四
†
四
歳
を
こ
え
、

（
四
十
三
歳
を
こ
え
、

（
四
十
二
歳
を
こ
え
、

こ
と
が
で
き
ま
す
σ

　
任
金
額
の
計
算
万
法

　
保
険
料
を
納
め
た
月
数
X
一
八
○

円
目
葎
金
額

　
老
令
矩
金
は
、
保
険
料
を
納
め
た

期
間
、
保
険
料
を
免
除
湾
れ
た
期
間

ま
た
は
こ
れ
ら
を
含
算
し
た
期
間
が

二
十
五
年
以
上
あ
る
者
婦
、
・
、
六
十
五

才
に
な
っ
た
と
き
に
支
給
さ
れ
ま
す

が
、
次
の
表
の
と
お
り
任
令
に
応
じ

て
十
璋
か
ら
二
十
四
年
に
短
縮
さ
れ

る
し
と
に
な
っ
て
い
ま
す
◎

四
十
五
’
歳
を
こ
塵
な
い
者
）
一

四
十
四
歳
を
こ
桑
な
い
者
）
．

四
十
三
歳
を
こ
、
な
い
者
上

割訓剃二i探＋制＋一レ＋・＋…＋けけ ＋

馨親鴇：鱗葦塵露1輯
　この表の中欄の記載は、狂欄に掲げる者を昭和36年4月1日に
　おけるその者の年令であらわしたものである。

94，■〃，’“〃、’“〃ノ4／〃ノ∂“〃、“■4・’■／4・〃／4．・，“．’4’4、／〃’∂〃・♂’，〃」’“／ノ・・4／／〃〃〃4り，／〃・〃／ノ・・4〃ダ44」〃’・〃■〃’〃ノ4”〆4〃〃■4〃〃”〃・ノ”’4／””4’”〆〃””ノ”6’4〃”」’”4妬■■4”4■”

大
正
八
年
四
月
二
目
か
ら
大
正
九
年
四
同
．
一
日

ま
で
の
間
に
生
ま
れ
た
者

，
丞
璃
力
年、

四i

几
二
珪
か
ら
大
正
十
年
四
戸
一
口

ま
で
の
間
に
生
ま
れ
た
者

大
正
，
至
、
年
、
四
、
丹
二

臥
，
か
与
大
正
十
一
年
四
月
一

日
ま
で
の
間
に
生
ま
れ
た
者

大
正
，
十
」

年
四
、
丹
，
二
田
か
ら

大
正
十
二
無
四
月

一
日
ま
で
の
間
に
生
ま
れ
た
者

（
四
十
一
歳
を
こ
え
、
四
十
二
歳
を
こ
え
な
い
者
）
一

（
四
十
歳
を
こ
え
、
四
十
一
歳
を
こ
え
な
い
者
）
　
［

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ

（
三
十
九
歳
を
こ
え
、
四
十
歳
を
こ
え
な
い
者
）
　
㎝

（
三
十
八
歳
を
こ
え
、
三
十
九
歳
を
こ
鳶
な
い
者
）

大
正
十
二
年
四
月
二
日
か
ら
大
．
士
十
一
、
輩
，
四
月

一
日
ま
で
の
間
に
生
ま
れ
た
㎞
石
ヒ

大
正
十
三
年
四
月
二
日
か
ら
大
正
，
十
四
年
四
月

一
日
ま
で
の
間
隆
ぼ
伽
卜
階
…
…
…
i
ー
！

（
、
二
十
七
歳
を
こ
え
、
三
十
八
歳
を
こ
え
な
い
者
）

（
一
二
十
六
歳
を
こ
・
え
、

三
十
七
歳
を
こ
え
な
い
者
）

大
正
十
四
年
四
月
二
日
か
ら
大
、
正
十
五
年
四
月

一
日
ま
で
の
間
に
生
ま
れ
た
者

（
三
十
五
歳
を
こ
え
、

三
十
六
歳
を
こ
え
外
熟
い
者
と

，
劃
十
五
年
四
月
一
創
が
ぺ
愚
，
和
噛
年
四
、
邦
，
「
「

日
ま
で
の
間
に
生
ま
れ
た
者

、
昭
和
ゴ
，
年
四
且
，
コ
副
が
，
ら
昭
和

一
引
一
年
四
月
一
日

ま
f
、
の
間
に
生
ま
れ
た
者

，
昭
和
一
到
年
四
月
二
日
か
ら
昭
和
四
年
四
月
一
日

ま
で
に
生
ま
れ
た
者
　
　
　
　
ー
』
ト
ー
、
ー
ー
ー

、
（
三
十
四
歳
を
こ
え
、
三
十
五
歳
を
こ
え
み
・
い
者
）
一

（
三
十
三
歳
を
こ
え
、
三
十
四
歳
を
こ
え
昏
、
い
者
）

（
、
、
一
十
二
歳
を
こ
え
、
三
十
三
歳
を
こ
え
な
い
老
）
…

，
，
昭

和
四
年
四
月
二
日
か
ら
昭
和
五
年
四
月
一
日

ま
で
の
間
に
生
ま
れ
た
者

（
二
十
　
歳
を
こ
え
、

三
十
二
歳
を
こ
・
え
た
い
者
）

　
囲
民
任
金
に
は
、
俣
険
料
を
か
け

て
受
け
る
拠
出
制
住
金
の
ほ
か
に
無

拠
㎞
制
の
福
祉
仔
金
か
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
は
国
民
佳
金
制
良
が
は
じ
ま

っ
た
と
き
、
す
で
に
高
無
齢
に
達
し

て
い
た
へ
身
体
瞳
害
で
あ
っ
た

人
、
夫
を
な
く
し
た
母
子
世
帯
の
人

た
ち
な
ど
に
、
国
が
令
額
を
負
携
す

る
母
金
で
す
。

　
汽
ん
ど
の
改
正
で
、
禰
祉
廷
金
も

つ
さ
の
よ
う
に
昭
和
四
＋
四
年
十
月

に
さ
か
の
ぼ
’
、
て
引
き
あ
．
一
ら
れ
ま

し
た
。

老
齢
福
祉
年
金

　
　
改
正
前
　
　
　
，
，
“
正
後

月
手
七
百
円
が
　
　
　
千
八
百
円
に

障
害
福
祉
年
金

　
　
敵
正
前
　
　
　
改
正
併

月
二
千
七
百
円
が
　
二
千
九
百
円
に

母
子
福
祉
年
金

　
　
改
正
前
　
　
　
改
正
後

月
二
千
二
百
円
が
　
二
千
四
百
円
に

準
母
子
福
祉
年
金

　
　
改
正
前
　
　
　
改
正
後

月
二
千
二
百
円
が
　
一
千
四
百
円
に

　
ま
た
、
こ
れ
ま
で
矢
婦
で
老
齢
福

祉
年
金
を
受
け
る
と
き
は
、
ど
ち
ら

も
三
千
円
の
支
給
停
止
に
な
り
ま
し

た
が
、
こ
れ
が
廃
止
さ
れ
、
全
額
支

給
さ
れ
る
二
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
な
お
、
ご
の
ほ
か
、
扶
養
義
務
者

や
本
人
の
駈
得
に
よ
る
奨
給
制
限
も

大
幅
に
ゆ
る
め
ら
れ
ま
し
た
。
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最
低
保
障
九
万
六
千
円

一
級
障
害
者
は
十
二
万
円

障
害
年
金

　
国
民
隼
金
に
加
入
し
て
い
る
人
が

思
い
が
け
な
い
【
け
が
．
や
病
気
の

t
め
初
め
て
医
者
に
か
・
っ
た
と
き

か
ら
三
年
を
経
過
し
て
も
治
ら
な
い

た
め
、
日
常
生
活
が
ま
っ
た
ぐ
質
、
き

な
い
か
ま
た
は
著
し
い
制
限
が
加
え

ら
れ
る
場
合
に
支
給
さ
れ
ま
す
。
最

低
保
障
の
鉦
金
額
は
鉦
額
六
万
円
か

ら
九
万
六
千
円
（
月
八
手
円
）
に
一

級
瞳
害
者
は
．
毎
額
七
万
二
手
円
か

ら
十
二
万
円
r
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し

た
。

三
級
】

一
　
両
眼
の
視
刀
の
和
が
（
、
∋
〇

　
五
以
上
○
・
○
八
以
下
の
も
の

二
　
両
耳
の
聴
刀
損
失
が
八
O
デ

　
シ
ベ
ル
以
上
の
も
の

三
　
平
衡
機
能
に
著
し
い
瞳
警
を

　
有
す
る
も
の

四
　
阻
囎
（
そ
し
⑳
く
）
の
機
能

　
を
欠
く
も
の

五
音
声
又
は
言
語
機
能
に
著
し

い
障
害
を
有
す
る
も
の

六
　
両
卜
肢
の
お
や
指
及
び
ひ
ζ

　
さ
し
指
叉
は
中
指
を
欠
く
も
の

七
　
両
ヒ
肢
の
お
や
指
及
び
ひ
乙

　
さ
し
指
叉
は
中
指
の
機
能
に
著

し
い
障
書
を
有
す
る
も
の

八
　
一
上
肢
の
機
能
に
著
し
い
瞳

　
害
を
有
す
る
も
の

九

肢
の
す
ベ
ゲ
、
ノ
指
を
御

　
く
も
の

十
　
一
上
肢
の
す
押
て
の
指
の

　
機
能
に
著
し
い
障
冨
を
角
す
る

　
も
の

十
一
　
両
下
懸
の
す
ベ
ア
、
の
指
を

欠
く
も
の

十
二
　
｝
下
肢
の
機
能
駄
著
し
い

　
障
害
を
有
す
る
も
の

十
三
　
一
下
肢
を
足
関
節
以
上
で

　
欠
く
も
の

十
四
　
体
幹
の
機
能
に
歩
く
こ
と

　
が
で
き
な
い
程
度
の
瞳
書
を
有

す
る
も
の

十
五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の

　
ほ
か
、
身
体
の
機
能
の
障
害
又

　
は
掻
期
に
わ
た
る
安
静
を
必
要

　
と
す
る
病
状
が
前
各
号
と
同
程

　
度
以
上
と
認
め
ら
れ
る
状
態
で

…
…
…
…
…
一
≡
…
…
…
…
一
齢
…
…
…
…
…
一
…
…
幽
…
…
…
一
…
…
…
…
一
…
一
一
…
…
…
…
…
一
…
…
…
…
…
一
…
…
…

　
わ
が
国
の
各
種
公
的
銀
金
制
度

（
厚
生
建
金
、
共
済
組
合
等
を
セ

う
）
は
も
と
も
と
相
互
に
関
連
な
く

創
設
さ
れ
実
施
さ
れ
て
い
る
た
め
、

職
場
が
か
わ
る
と
加
人
す
る
年
金
制

度
も
か
わ
る
乙
い

う
こ
と
に
な
る
の

で
一
つ
の
制
度
に

よ
っ
て
老
令
年
金
退
職
年
金
を
う
け

る
に
必
要
な
年
融
勤
め
な
い
ろ
ち
に

他
の
矩
金
制
展
に
移
っ
た
者
は
ど
こ

か
ら
も
鉱
金
を
も
ら
え
な
い
と
い
う

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
の

欠
陥
を
あ
ら
た
め
る
た
め
、
昭
和
三

十
六
年
か
ら
す
べ
て
の
庫
金
制
度
に

加
人
し
て
い
た
期
間
を
合
算
し
ま
す

支
給
要
件

1
、
他
の
公
的
年
金
の
加
人
期
間
乙

〈
通
算
老
令
年
金
〉

　
国
民
矩
金
の
納
付
（
免
除
）
期
闇
を

　
今
算
し
た
期
間
が
二
十
五
廷
以
上

あ
る
歯
き
。

2
　
国
国
年
金
以
外
の
公
的
鉦
金
制

　
展
の
加
入
期
聞
を
合
算
し
た
期
間

　
が
二
十
年
以
上
あ
る
と
き
。

3
以
ド
略

　
公
的
托
金
制
度
に
は
つ
ぎ
の
よ
う

　
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

①
国
民
鉦
金

　
　
　
　
　
　
②
厚
生
年
金
保
険

　
　
　
　
　
　
　
③
船
員
保
険

　
　
　
　
　
　
　
④
国
叡
公
務
員

　
　
共
済
組
合

　
⑤
地
力
公
務
員
共
済
組
合

　
⑥
私
豆
掌
棲
教
職
員
共
済
組
合

　
⑦
公
共
企
業
体
職
員
興
済
組
合

⑧
展
蒜
漁
業
団
体
職
飼
共
済
組
合

　
あ
っ
て
、
日
常
生
活
が
著
し
い

　
制
限
を
受
け
る
か
、
又
は
一
・
常

　
生
活
に
著
し
い
制
限
を
加
え

　
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
程
匿
の

も
の

十
六
　
精
神
の
障
害
で
あ
フ
．
、

　
前
各
号
と
同
程
度
以
上
と
．
概
め

　
ら
れ
る
程
良
の
も
の

十
七
　
身
体
の
機
能
の
瞳
害
著
年

　
　
く
は
病
状
又
は
精
神
の
障
害
が

　
　
重
饅
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ

　
　
の
状
態
が
前
各
号
と
同
程
展
以

　
　
上
と
認
め
ら
れ
る
程
度
の
も
の

轟
い
備
考
撹
力
の
測
疋
は
、
万
国
式

試
縄
力
表
に
よ
る
も
の
と
～
．
屈
折

異
常
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
矯

疋
鴇
力
に
よ
、
で
．
測
、
定
す
る
。

七
月
分
か
ら
月
四
百
五
十
円

保
険
料
の
額

改
正
前

二
十
才
か
ら
三
十
五
才
未
満
目
㎞
㌧
｝

百
五
＋
円

三
十
五
才
以
上
月
に
三
百
円

改
正
後

昭
和
四
十
五
隼
七
月
分
か
ら

　
葎
齢
の
区
別
を
し
な
い
で
月
四
百

　
五
＋
円

昭
和
四
十
七
年
七
月
分
か
ら

　
任
令
の
区
別
を
し
な
い
で
月
娠
五

百
五
†
円

母
難
礁
雛
難
驚
愈

　
主
八
が
「
け
が
」
や
病
気
で
な
く

な
っ
て
母
子
塚
庭
に
な
っ
．
た
と
き
、

お
く
さ
ん
が
国
民
年
金
に
加
入
し
て

い
た
場
含
に
支
給
さ
れ
ま
す

改
正
前

　
子
供
一
人
ま
た
は
弟
妹
一
人
の
と

き
は
年
額
五
万
五
千
二
百
四
、
と
二
人

目
以
後
一
人
に
つ
き
四
千
八
百
円
が

加
算

改
正
後

　
子
供
一
人
ま
た
は
弟
妹
一
八
の
と

き
は
、
任
額
九
万
一
千
二
百
円
（
月

七
千
六
百
円
・
二
人
の
と
き
は
年
金

額
九
万
六
千
円
　
月
八
午
円
》
一
人

増
す
ご
と
に
四
千
八
百
円
加
算

　
父
母
を
矢
っ
て
子
供
だ
け
が
残
さ

れ
た
と
き
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

改
正

　
最
低
保
瞳
さ
れ
る
年
額
三
万
円
が

子
供
一
人
の
場
合
年
額
九
万
一
千
二

百
円
、
二
人
の
場
合
九
万
六
千
円

（
月
八
千
円
）
と
な
り
ま
し
た
．

　
こ
の
ほ
か
寡
婦
璋
金
、
死
亡
一
時

金
も
改
正
さ
れ
ま
し
た
．
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年
額
六
万
円

＋
年
々
金
支
払

い
が
近
づ
い
て

き
ま
し
た

　
明
治
三
十
九
任
四
碍
よ
臼
か
ら
明

治
四
十
四
牢
四
月
一
口
ま
で
に
生
れ

た
人
（
昭
和
二
十
六
年
四
月
拠
出
制

俵
金
が
始
ま
っ
た
当
時
、
五
十
才

以
上
五
＋
五
才
ま
で
の
人
）
は
、
高

齢
で
あ
る
た
め
、
強
制
加
入
で
は
な

ぐ
希
望
す
れ
ば
任
意
に
加
入
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
人
た
ち

は
、
十
年
間
保
険
料
を
納
め
る
と
、

老
齢
年
金
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な

つ
て
い
ま
丁
．
い
わ
ゆ
る
†
年
々
金

と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
ん
ど

の
改
正
O
特
別
な
優
遇
借
置
が
考
え

ら
れ
て
、
僅
金
額
が
今
ま
で
月
三
＋

円
で
あ
っ
た
も
の
を
一
度
に
、
五
千

円
に
引
き
あ
げ
、
四
十
六
任
五
月
か

ら
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。　

十
年
間
の
払
込
保
険
料
の

総
額
は
二
万
五
千
八
百
円
で
、

年
額
六
万
円
（
月
五
千
円
》
で

す
か
ら
わ
ず
か
五
カ
月
ち
ょ
っ

と
で
、
も
と
が
と
れ
る
計
算
に
な
り

ま
す
。

　
し
か
し
、
短
期
聞
で
年
金
が
で
ま

す
の
で
、
一
ヵ
月
で
も
禾
納
が
あ
る

と
大
変
不
利
な
こ
と
に
な
り
ま
す
か

ら
、
滞
納
の
な
い
よ
う
保
険
料
を
納

め
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
す
．


